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（
法
務
委
員
会
）

民
事
訴
訟
法
及
び
民
事
保
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
七
十
六
回
国
会
閣
法
第
八
号
）
（
衆
議
院

送
付
）
（
本
院
継
続
審
査
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
際
的
な
経
済
活
動
に
伴
う
民
事
紛
争
の
適
正
か
つ
迅
速
な
解
決
を
図
る
た
め
、
国
際
的
な
要
素
を
有
す
る

財
産
権
上
の
訴
え
及
び
保
全
命
令
事
件
に
関
し
て
日
本
の
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
場
合
等
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

財
産
権
上
の
訴
え
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
法
制
の
整
備

１

被
告
の
住
所
、
主
た
る
営
業
所
等
が
日
本
国
内
に
あ
る
場
合
に
、
日
本
の
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２

契
約
上
の
債
務
に
関
す
る
訴
え
、
事
務
所
又
は
営
業
所
を
有
す
る
者
に
対
す
る
訴
え
、
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
え
な
ど

に
つ
い
て
、
訴
え
の
類
型
ご
と
に
日
本
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
定
め
る
。

３

消
費
者
契
約
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
、
消
費
者
及
び
労
働
者
の
権
利
保
護
に
配
慮
し
、
国
際
裁
判
管

轄
に
関
す
る
特
則
を
設
け
る
。

４

国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
合
意
の
効
力
及
び
方
式
に
つ
い
て
定
め
る
。
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５

日
本
の
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
事
案
の
性
質
、
応
訴
に
よ
る
被
告
の
負
担
の
程

度
等
の
事
情
を
考
慮
し
、
当
事
者
間
の
衡
平
を
害
し
又
は
適
正
か
つ
迅
速
な
審
理
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
特
別
の
事
情
が

あ
る
と
き
は
、
訴
え
を
却
下
で
き
る
も
の
と
す
る
。

二

保
全
命
令
事
件
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
法
制
の
整
備

保
全
命
令
事
件
に
つ
い
て
、
日
本
の
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
場
合
を
定
め
る
。

三

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


